
 

世田谷区公契約適正化委員会（第３回）次第 

 

平成３１年２月６日（水）午前１０時 

場所：区役所第１庁舎５階 庁議室 

 

 

○ 開会 

 

１．平成３１年度の労働報酬下限額について(報告) ≪資料1≫ 

 

２．実態調査の結果について(報告)  

 （１）建築工事 ≪資料２－１、２－２、２－３≫ 

 （２）土木工事 ≪資料３－１、３－２、３－３≫ 

 

３．平成３１年度の実態調査の進め方について（口頭報告） 

 

４．公契約適正化委員会の検討項目について ≪資料４≫ 

 

５．その他 

 

○ 閉会 



≪資料１≫ 

平成３０年１２月１８日 

財 務 部 経 理 課 

 

 

世田谷区公契約条例に基づく労働報酬下限額の改定について 

 

 

１ 主旨 

平成３０年８月３１日付で提出された２０１９(平成３１)年度労働報酬下限額

に関する意見書を踏まえ、世田谷区公契約条例に基づく公契約の労働報酬下限額を

以下のとおりとする。 

 

２ 労働報酬下限額（時間額） 

対象 現行 意見書 改定 

（１）予定価格

３千万円以上の

工事請負契約 

①国土交通省定義の５１職種技能

労働者のうち熟練労働者→公共

工事設計労務単価の８５％ 

②見習い・手元等の未熟練労働者、

年金等受給による賃金調整労働

者→公共工事設計労務単価の軽

作業員比７０％ 

③上記に該当しない労働者 

→１,０２０円 

①､②：現行と同じ 

③：１,０７０円 

①、②：現行と同じ

③：１,０７０円 

（２）予定価格

２千万円以上の

工事請負契約以

外の契約 

（委託等） 

１,０２０円 １,０７０円 １,０７０円 

 

３ 適用 

   平成３１年４月１日以降に契約する案件から適用 

 

４ 今後のスケジュール（予定） 

   平成３０年１２月下旬   告示（今回の改定に基づく告示） 
平成３１年 ２月       告示（公共工事設計労務単価の変更に基づく告示） 

４月     新労働報酬下限額適用開始 
 



 

≪資料４≫ 

平成３１年２月６日 

公契約適正化委員会 検討項目 

 
 
 
○職種別の労働報酬下限額について（委託契約等） 

 
 
 ○公契約条例の実効性の担保について（実態調査の充実等） 
 
 
○公契約条例の制度主旨と内容の周知徹底（事業者及び労働者向け） 

 
 
 ○公契約の適正な履行と質の確保について（適正な経費の見積り等） 
 
 
○事業者の経営環境の改善について（法定福利費の考え方等） 

 
 
○労働環境の整備について 
 
 
○担い手の確保・育成への対応 
 
 
○建設キャリアアップシステムへの対応 

 
 
 ○働き方改革の推進への対応 
 
 
 ○外国人労働者の増加を見据えた対応 
 



 


